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第1章 研 究 の 目 的

今日,農 業用水は灌漑用水路の整備や農地

転用の増加などによって,過 剰気味であるの

に反 して,都 市における生活用水や工業用水

の不足はかなり深刻であるといわれている.

したがって,農 業用水を生活用水や工業用水

など他 の目的 に転用 して,よ り有効に水 を利

用することは,わ が国においてきわめて重要
ユ　　　ヨ　　　

な課題であり,か つ緊急を要することであろ

う.し かし,双 方の利害は容易に一致せず,

水の転用に成功 している事例 は,全 国的視野

からみても,き わめて珍 しい.水 の転用は,

農業サイ ドからみて,永 年の農業水利権 を放

棄することにつながるので,こ れを簡単 に容

認 しない.か くして,農 閑期 を中心として,

豊富 な水を未利用のまま,放 流 しているのが

実状 である.
一方,都 市における水の需要 は年々急上昇

を続 け,地 下水の過剰汲み上げにともなう地

盤沈下現象の発生も各地でみられる.本 論で

は,農 業用水の効率的利用をはかりながら,

余剰水 を他へ転用することに見事 に成功 した

事例 を取 り上げ,そ の背景 を分析する.

第2章 研究対象地域の概観

常願寺川扇状地の左岸一帯 を灌漑 する農業

用水は本川からの取水口が一本化されている

ので 「常願寺川西岸合口用水」(略称常西合 口

用水)と 呼んでいる.

常願寺川は,そ の源 を北アルプス立山連峰

北俣岳(2,661m)に 発するわが国屈指の急流

河川である.幹 川 は真川で,立 山温泉の下流

サブ谷付近で支流湯川谷と合流 して,富 山県

立山町千寿ケ原で支流称名川、大山町小見で

支流和田川を合わせながら山峡 を流下する.

松 ノ木 において流路 を北西に変 えて,大 山町

上滝 に至る.こ のあたりから視界がにわかに

開け,流 路をさらに北 に転ずる.立 山橋付近

を扇頂部 とす る典型的な扇状地 を形成 しなが

ら,や や右寄 りに弧 を描 き,富 山平野を貫流

して,日 本海に注 いでいる.幹 川の流路延長

は56㎞,全 川のそれは280㎞ である.全 流域

面積 は368.1km2で,そ の うち,山 地 面積 は

350km2(全 流域の95%),平 地面積 は18km2(同

じく5%)と,流 域の大部分 は山地からなっ

ている.比 較的短い河川でありながら,急 峻

な山地から一挙 に平野部に流れ出るため,全

国で も有数の急流河川 として知 られている.
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図2常 願寺川合口用水発展過程図

河川勾配は,河 口部付近で1/428,立 山橋付

近で1/65,山 岳部に至 り1/20と いう数値 と

なっている.

常願寺川扇状地が,そ の形態 を明瞭にあら

わしているのは標高50mの 等高線以南の地域

である.扇 頂はほぼ標高170mの 常願寺川に

かかる立山橋付近にあたり,そ こから半径10

km,標 高差約150mで,左 右両岸 にほぼ均等

な扇状地形が展開される.黒 部川扇状地や庄

川扇状地 と比較すれば,常 願寺川扇状地は扇

頂部 と扇端部の高低差 が特に大 きいことが特

色である。このことは,す なわち,河 川の運搬

・堆積 した土砂量 が多いことと,水 源地一帯

に大きな崩壊地が存在 していることを示 して
ら　

いる.

一見するとごく普通の扇状地であるが
,等

高線 に注意 を払 ってみると,旧 扇状地面が,

新扇状地面 より一段高 く台地状 に残 っている

ことが読みとれる.右 岸には"上 段"や"下

段",左 岸 には"上 野"と いう地名も存在す

る.こ れは,旧 扇状地が海 に向って増傾斜的

に隆起 開析 されたもので,富 山県内の各扇状

地の1つ の特色 となっている.

扇状地上 を流下する河川の特色 として,概

して下流では河床が周辺の扇状地よりも高 く

な り,い わゆる天井川の様相 を帯びている.

常願寺川でも標高20～40mで 天井川 となり,

耕地より河床の方が高くなっている.そ こで,

昭和のはじめから砂防堰堤群が建設 され,河

床低下の現象 が現われてきた.し かしこの河

床低下現象 は,有 堤部全域 にわたって平等に

現われるものではなかった.河 床低下の傾向 を

示 しているのは,常 盤橋から河口付近の下流

部と,立 山橋 から上流地域のみで,常 盤橋 か

ら大日橋 を経て立山橋 に至る中流部において

は,河 床上昇が顕著であり,洪 水の危険が憂

慮されている.こ のように,河 川改修 にもか

かわらず中流部の河床が上昇するのは,こ の

付近で河床の勾配が急 に緩 くなり,か つ,河

幅が広過 ぎるため流速が急に弱 くなり,土 石

を運搬する力を失 うからである.そ こで中流

部においては,1949年 以来,タ ワーエキスカ

ベーターによる大規模掘削工事がおこなわれ

ている.

第3章 常西合口用水の現状と常願寺

川沿岸用水土地改良区連合

常 西 合 口 用 水 の幹 線 水 路 は1893年(明 治25

年)に 開 削 さ れ た.1892年 の 常 願 寺 川 大洪 水

後,内 務 省付 工 師 オ ラ ン ダ人 ヨハ ネ ス ・デ ・
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レーケの指導によって,そ れまで各用水 ごと

に本川から取水 していたものを,一 本化 して

、合口用水 にしたものである.そ れ以後,八 十

有余年に亘る長期の使用に耐 えてきたが,老

朽化 したので1963年 に県営事業 として改修 さ
　ラの

れた.

常東合口用水 と常西合口用水は連合を結成

して,頭 首工および幹線水路施設 を管理 して

いる.農 林省が1942年 から1952年 にわたる11

力年の歳月と約3億4千 万円の巨費を投 じて

造成 したこれら諸施設の維持管理 を目的 とし

て1960年 に 「常願寺川沿岸用水土地改良区連
　ラ　ラ

合」は成立 した.そ の総灌漑面積 は約10,400

ha(そ の後転用によって減少)で ある.連 合

の事務は常西合口用水と常東合口用水が一年

交代で執行 している.

横江堰堤 は1952年 農業用施設 として農林省

の直轄事業として建設 されたが,近 年常願寺

川の砂防事業の進捗 にともない上流からの土

砂の流出が,減 少の一途 を辿 り,さ らに加え

て下流部 における多量の砂や石の搬出により,

川床が著 しい低下 をきた し,た めに横江堰堤

の基礎 がかなり露出し非常に危険な状態 とな

った.そ こで急拠,建 設省に対 し「横江堰堤は

ただ単なる農業用水の取水だけではなく,常

願寺川流域の防災ダムとしての重要な役割を

果 している.」 とい う実情 を再三にわたって

陳情 した結果,1975年 に同堰堤 の下流30mの

地点に床止め堰堤が建設 された.

常願寺川沿岸の農民は古来水利用に関する

既得権 を所有 していたが,1942年 に農林省が

食糧増産 を図る目的で横江堰堤 を建設するに

当 り,知 事から正式に65.5m3/sの 水利権 を取

得 した.去 る1972年 に30年 間の許可期限が満

了 したので,こ れにともない建設省(常 願寺

川が1級 河川 に指定 されたので水利権の許可

権 は建設大臣に移った.)と 許 可期 限の更新

について協議 した ところ,建 設省側の姿勢は

きわめて厳 しいものであった.そ の背景 には,

水資源 を農業サイ ドから,多 目的に有効利用

をすすめたいとする建設省の厳 しい姿勢があ

った.常 願寺川の水についても根本的に洗 い

直そうとしていた.当 初知事が農林省に対 し

て許可 した常願寺川の流量 について建設省側

は少 なからず疑義 を抱 いていたので,両 者間

の意見の一致 をみるに至 らなかった.そ こで

1977年 まで暫定的 に期間を延長 し,そ れまで

の間に両者がそれぞれの立場で流量あるいは

利水量 を調査 し,そ の資料に基づいて慎重 に

協議決定することになった.常 東 ・常西合口

用水連合としては,農 林省が従来取得 してき

た65。5m3/sの 水利権 を今後 も確保 したいと

関係機関に強力に働 きかけている.

第4章 富山市の都市化に伴 う常

西合口用水の水の転用
ユの

第1節 富山市の都市化の進展 と水問題

常願寺川左岸の下流一帯 に富山市の市街地

が展開する.富 山市は北部 に工業地域がひろ

がり,住 宅地域は南部および東部 に進展 した.

そのため農地転用面積は南東部 に集中 し,農

地の潰廃 は高度成長期 に急速に進 んだ.こ の

地域の農地の灌漑 は永 らく常西合 口用水系統

の諸用水 に依存 してきたが,農 地転用に伴っ

て,灌 漑用水の過剰現象が現われてきた.こ

れに反 して,富 山市の上水道の給水人口およ

び給水量 は急激 に増加 し,上 水の不足が目立

った.

富山市は,神 通川 と常願寺川の二大河川の

流域に位置 し,扇 状地末端 に位置 している関

係から,古 来,豊 富でしかも良質の地下水に

恵 まれていた.市 内各所において,簡 単な掘

抜 き井戸で自噴水が得 られることから,長 い

間飲料水 ・工業用水などはすべてこれによっ

てまかなわれてきた.し か し,1934年 に飲料

水にもっとも悩 む旧市内北西部 に給水するた

め,水 源 を深井戸 さく井による地下水に求め

た簡易水道が創設された.

戦後,市 域は膨張 し,あ わせて市民の生活

水準の向上によって水需要 は増大 した.(図
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3参 照)一 方では地下水の枯渇地域 も拡大 し

てきたので,水 道の抜本的な対策が待望され

るようになった.そ こで全市域の給水を図 り,

水源 を常願寺川の伏流水に依存することとし

た.1961年 より浅井戸の築造 に着手した.1

井10,000cm3/sの 取水はできたが付近民家の井

戸 に及ぼす影響が大きく,地 下水の取水を断

念せぎるを得なくなった.そ こで事業計画を

変更 し,初 めて常願寺川水系の常西合口用水

からの分水を得て,表 流水 を取水することに

した.

図3富 山市上水道給水人口と年間給水

量の推移

第2節 常西合口用水土地改良区側の状況

1961年,富 山市か ら常西合口用水土地改良

区に対 して,上 水道の原水 として常西合口用

水の表流水の取水 について依頼があった.こ

れは灌漑用水の転用 に属することであり,農

業用水の運営上,問 題 を投ず る恐れもあった.

当時の土地改良区側の状況 としては,富 山

市の市街地に隣接 した地区において農地転用

がしだいに増加 しつつあった.常 西合口用水

の受益面積 も減少 して きた.こ のような状況

を十分考慮 したうえで,土 地改良区の将来の

使命 と,当 土地改良区の大半を擁する富山市

の発展に協力することに決定 した.土 地改良

区 と富山市の契約によると,常 西合口用水土

地改良区は幹線水路に取水口を設 けて一 日に

60,000m3を 限度 として市の上水道 に水 を供

給することになった.当 時すでに有峯貯水池

(後述)が 完成 しており,渇 水のおそれはな

くなっていたので,恒 常的な水量の確保は比

較的容易なことであった.一 方,富 山市側は

使用水に対する負担金 を,受 水費 という名 目

で土地改良区側に支払 うこととなった.し か

も,常 西合口用水の幹線水路より分水する取

入口の下流用水路の新設およびその後の維持

管理 についても,市 が責任をもつこととなり,

土地改良区にとっては非常に有利 な条件 とな

ったわけである.

ここで,水 利権のことにふれる.富 山市は

これまで常西合口用水 から水 を譲 り受けてい

ただけのいわゆる単純転用であったので,水

利権 は持っていなかった。全国的 にみて,水

利権 なしに上水道の供給を行 う水道局は9か

所 あり,富 山市の場合 は特に条件の整った転

用であった.し かし,富 山市は農林省に水利

権 を申請 し続け,1979年,よ うや く水利権の
一部が用途変更 されることになったのである.

第3節 水利用の変化 が地域に及ぼす影響

(1)常 西合口用水土地改良区への影響

1965年 から富山市上水道へ原水 を供給する

ことにより,多 額の使用料が土地改良区へ支

払 われるようになった.後 述の用水路を利用

した発電所の設置によって,北 陸電力からの

使用料がさらに土地改良区の財政 を豊かにし

た.常 西合口用水土地改良区の組合費は1952

年 をピークとして,以 後漸減する.特 に注目

されるのは,1959年 以降,土 地改良区の歳出

は着実に増加 しているにもかかわらず,組 合

費だけは,お およそ60万 円程度に落ち着いて

いる.い いかえれば,歳 出の増加分 はすべて

富山市や北陸電力からの用水路使用料でまか

なわれているということであろう.組 合費が
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安いということは,個 々の農家が負担する賦

課金が安いとい うことである.1979年 度 の常

西合口用水土地改良区における10a当 り水利

賦課金は16円 である.土 地改良区事務局 の話

によれば,こ れはほとんど名目的 なもので,

実際は賦課金を徴集 しなくても財政 は十分成

り立つ という.こ れを同 じ常願寺川の水 を使

用 している常東合口用水土地改良区と比較 し

てみると,常 東側は10a当 り410円 という高

値である.富 山県の平均 は1,000円 を超 え,
　コ

新潟県の亀田郷では1万 円にもなるという.

常願寺川の右岸 と左岸における水利費の格

差は,ま さに農業用水の多目的利用がその基

因 となっている.す なわち,左 岸 の常西合口

用水の受益地域 には,人 口30万 人の県都富山

市の市街地が展開 し,そ こでは上水道 ・工業

用水道 など農業以外への水需要が急増 してい

るし,反 面,都 市化 ・住宅地化の進展に伴っ

て農地転用が進み,灌 漑用水の需要がそれほ

どのびないとい う事情が存在するわけである.

(2)富 山市への影響

次 に富山市側の事情について考察 してみる.

富山市は土地改良区から一定の水量 を流 して

もらう代わりに,負 担金や用水路の維持管理

費を支払い,常 西合口用水 に支障 をきたさな

いよう万全 を期 さねばならない.一 見,こ の

取引 きは富山市にとってかなり負担がかかっ

ているよ うに思えるが,実 際はそうではなく

富山市にとっても有利 な条件はかなりある.

まず,常 西合口用水から分水 される表流水

の水質は非常に良好であり,上 水道 として利

用するにも,塩 素処理 を施すだけで十分なの

である.し かも発電 に使用後 の水が流れてい

るので,そ の水量はきわめて安定 している.

さらに有利な条件 として,扇 状地上に位置す

るため,そ の勾配のために水は自然 に流下 し

水を導 くための費用 もかからない.

河川水利は,今 日公水として規制 され,河

川水や水利権の売買 は許 されず,水 利団体

(用水供給事業体)も 原則 として利潤の形成

ユ　ラ

は認められていない.こ のことを常願寺川の

場合にあてはめてみる.す なわち,常 西合口

用水土地改良区 としても,余 剰水があるから

といって,そ れ を富山市に売 り渡 し,そ れに

よって利益 を得 ることは許 されていないので

ある.言 い換 えると,土 地改良区は富山市か

ら負担金 を受ける場合 にも,そ れほど高額 な

要求はできない状況 にある.従 って,本 来買

えない水 を譲 り受 けるのであるから,そ の補

償金、負担金は比較的低額で済むという結果

になる.こ れも富山市にとって,き わめて有

利な条件 となる.た だ,農 業用水路によって

導水 されるため,水 路改修の際には断水 とな

り支障 をきたす場合 もある.

なお,富 山市の水道料金は全県的 にみても

全国的にみても,き わめて低額であることを
　ヨラ

つ け加 えて お こ う.

第5章 常西合口用水 と発電事業の

関連

第1節 発電事業の展開

常西合口用水を考 えるうえで,富 山市への

上水道 ・工業用水道への転用とは別 に,も う

ひとつ重要 な問題がある.そ れは発電水利 と

の関係である.す なわち,常 西合口用水は農

業用水 とい う本来の姿以外に,都 市用水 ・発

電用水 とい う2つ の面 をもつ きわめて特殊 な

用水である.本 章では,そ の発電水利 との関

連について述べる.
ユ　ラ

(1)有 峯発電事業

現在,常 願寺川水系において,自 然の流量

を調節することができる最大の施設は,支 流

和田川上流の有峯貯水池である.こ の貯水池

は発電用のものであるが,発 電水利ばか りで

なく,下 流の農業水利にも大 きな影響力をも

つ.1956年,北 陸電力株式会社は常願寺川有

峯発電計画 を発表 した.こ の計画は有峯・地区

に高さ140mの ダムを築造し,下 流に6つ の

新発電所 をつ くり,さ らに既発電所のパ ワー

アップ もはかり,年 間約8億KWの 電力を確
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保 しようとするものである.従 来こうした大

規模発電計画 は水田灌漑に対 して被害を伴 う

前例 に鑑 みて,両 合口用水連合 は,徹 底的に

被害を除去するよう強力に希望 した.そ の甲

斐あって,常 願寺川有峯発電計画は用水連合

側 に大 きな利益 を与 えることになった.

1957年,常 東 ・常西土地改良区と北陸電力

・富山県は,常 願寺川有峯発電計画に伴 う下

流の灌漑用水の取水 について協定 を結んだ.

これによると,(1)北 陸電力は常願寺川有峯発

電計画のために,両 土地改良区の灌漑用水に

不足を生 じさせないこと.(2)北 陸電力は上滝

公園下 において正確 な分水を行い,両 土地改

良区の幹線水路にそれぞれ連絡 させ ること.

(3)北陸電力は分水施設および連絡水路施設の

維持管理費および水番の経費を負担すること。

(4)北陸電力は横江堰堤および水路施設の維持

管理費 を負担することが定められている.す

なわち,両 土地改良区は北陸電力の電源開発

事業に協力することによって,相 当額の補償

を受け,用 水路の維持管理 についても責任 を

もってもらうことになったのである.

(2)常 願寺川第2～ 第7発 電事業

常願寺川有峯発電計画の完成 を待たずに,

北陸電力はまた新たな発電事業 をうち出 した.

扇状地のもつ急勾配(約100mの 落差)を 利用

するとい うのであった.具 体的 には常西合口

用水の幹線用水路 を使用 して,そ の各所 に低

落差発電所を建設する計画である.

1961年,北 陸電力は常西合口用水土地改良

区に,常 西合口用水路 を使用す る常願寺川第

2～ 第7発 電所の開発 を申 し出た.当 時 ちょ

うど都合のよいことに,富 山県では常西用水

幹線水路の改修事業計画 を実施することにな

っていた.低 落差発電所は,常 西合口用水幹

線水路のわきに建設される予定であったから,

北陸電力 としては,富 山県の用水改修事業計

画に発電計画 を織 り込んでもらうほど好都合

なことはなかった.つ まり,幹 線水路を流下

してきた水は,い ったんそのわきにある低落

差発電所に導水されて発電 に供 される.そ し

て,発 電 に使用後,水 は再 び幹線水路にもど

されるので,水 量の損失は全 く無い.し かも,

県の施行する幹線水路改修事業と発電事業を

同時 に実施できるとい う好条件 もあった.こ

うして,1962年 秋 に,常 願寺川第2～ 第4発

電所の建設事業 と常西合口用水幹線水路改修

事業 は併用工事 として県営で着手され,翌19

63年 に完成 した.残 りの第5～ 第7発 電所 は,

北陸電力の社内事情によって中止 された.

第2節 有峯貯水池完成 に伴 う水利用の変化

(1)有 峯貯水池の機能

有峯貯水池は,有 効貯 水量2億m3の 大容

量貯水池で,そ の機能は豊水期 と渇水期の調

節 にある.一 年の うち,4～7月 および10・

11月 の豊水期流量 を貯溜 し,夏 季の8・9月

の渇水期 と冬季の12～3月 の渇水期 に放流す

る.こ れによって,発 電量の季節的調節 をは

かることができる.

しか し,有 峯貯水池の機能はそれだけでは

なく,さ らに下流の灌漑用水における夏季渇

水期の水量不足を補充するという役割 も担っ

ているのである.

有峯貯水池から放流 された水はどのような

系路をたどって発電水利に利用され,農 業水

利 に転換 されるのであろうか.図4は 常願寺

川 における発電水利系統 を示 したものである.

これでわかるように,有 峯貯水池の水は和田

川第1・ 第2発 電所で2方 向に分 けられる.

ひとつは,和 田川第1発 電所を経て既設の亀

谷 ・中地山 ・杉ノ木発電所 を経て,上 滝発電

所に至るものである.い わばこれは,既 設の

発電系統 による水利秩序 を維持するのに必要

な水量 として供給される分である.和 田川第

1・ 第2発 電所 の最大使用量 は,そ れ ぞれ

6.80m3/sと32.20m3/sで あるから,和 田川第

1発 電所に供給 される量 は比較的少 ない.有

峯貯水池の貯溜水は,主 に和田川第2発 電所

に放流 されると考 えてよい.こ の水 はさらに
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図4常 願寺川水系発電系統図
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新 設 の 新 中 地 山 ・小 俣 ダ ム ・小 俣 の各 発 電 所

を経 て,下 流 に放 流 され農 業 用 水 に転 換 さ れ

る わ けで あ る.

以 上 ま と め る と,有 峯 貯 水 池 建 設 に よ る

発 電 効 果 は,新 設5発 電 所 の 合 計 出 力 最 大

257,900KW,常 時76,530KWと 既 設 発 電 所

の 出 力 増 最 大5,400KW,常 時1,400KWで あ

る.ま た農 業 用 水供 給 増 加 効 果 は最 大30m3/s,

常 時11.20m3/sと な っ た.

(2)発 電 水 利 と農 業 水 利 の 関 係
ユ　　

a)現 在の取水システム

まず常願寺川に設置 された横江頭首工は直

線重力式砂防型堰堤で,右 岸の取水口から取

水 される.常 願寺川本流の水を自然流入方式

で取水する.こ のあと,常 東 ・常西共通幹線

水路 によって立山町宮路地先 に導水 される.

ここで左右岸分水槽によって,常 東用水 と常

西用水 にそれぞれ4対6の 比率で分水 される.

途中,常 東側の吉原 ・上里 ・秋 ケ島の3用 水

を分水する.分 水後,常 願寺川にかかる水路

橋 によって,常 西地域 に送水される.

もうひ とつ,左 岸からも取水 されてお り,

取水量 は横江堰堤からのそれよりも多い.左

岸では小俣発電所放水口および上滝発電所放

水口から取水 され,い わばこれが発電水利か

ら農業水利への転換 を表すものである.そ の

あとは常願寺川左右両岸地域に導水 され,常

東合口用水 と常西合口用水 との分水は,小 俣

発電所放水口分 は4対6,上 滝発電所放水口

分 は3.5対6.5の 比率で行われる.常 願寺川右

岸の常東地域への送水は,常 願寺川を横断す

るそれぞれのサイフォンによってなされてい

る.

b)発 電水利と農業水利の調整

常願寺川扇状地では,現 在上述のような灌

漑用水 システムがとられている.こ こで興味

深いのは,左 岸で取水 した水をそのまま左岸

だけで使用せず右岸にも分水 し,そ の反対 に

右岸で取水 した水 も右岸だけで使用するので

はなく左岸にも導水されている事実である.

このような分水方法にはそれなりの理由があ

る.

横江堰堤で常願寺川から取水され右岸を流

れる水は,河 川表流水 なので,水 温的には問

題ないが,水 量は多少変動 し,安 定性はあま

り期待できない。他方,左 岸の水は,発 電所

で使用 された後の水 を受けるのであるから水

量はきわめて安定 している.し かし,上 流か

ら下流 まで,ほ とんど日光にさらされること

なく流下するので,水 温が低いとい う問題点

が残 る.従 って,い ずれか一方だけに依存 し

たのでは,水 量的にも,水 温上 も公平を期す

ることができない.そ こで考案 されたのが,

水路橋 とサイフォンを利用 して両岸の水 を分

配する施設である.こ れによって両用水間に

おける水量の配分 と水温の調整が可能になる.

これは常願寺川以外の河川 においては見 られ

ない画期的 な施設である.

(3)有 峯貯水池の農業水利に及ぼす影響

有峯貯水池の運営は,4～7月 の豊水期 に

貯水 し,8・9月 の渇水期 に放流 し,10・11

月の豊水期 に再 び貯水 し,12～3月 の渇水期

に再び放流することを基本方針 としている.

農業水利の面からみれば,自 然流量が農業

用水の需要に不足する時期に,有 峯貯水池か

らの放流量が自然流量以上となればよい.た

とえば,6月 上旬 に自然流量で不足するとす

れば,そ の頃有峯貯水池では貯水 を行 ってい

るが,そ の中から自然流量以上の放水 をすれ

ば農業側の要請 と調和することになる.12月

～3月 の間に放流 されることは,そ の時期が

農閑期であるから,農 業にとって直接プラス

にはならない.し かし,常 西合口用水 は富山

市の上水道 ・工業用水道の原水を供給 してい

るので,こ の冬季の放流 ももちろん常西合口

用水 にとっては好条件 となっている.

有峯貯水池完成以前は,横 江堰堤において

常願寺川本流から取水される水 と,上 流発電

所の放流水だけに依存 しており,毎 年のよう

に灌漑用水の不足に悩 まされてきた.そ こへ
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有峯貯水池の完成によって,ど んな渇水期に

おいても,一 定水量の供給が確保 されること

になり,水 不足は全 く解消 されるに至った.

しかも有利なことに,こ の水量の供給源 であ

る有峯貯水池の相当部分は,神 通川上流 高原

川から分水 して トンネルによって引水される

ものであって,そ れだけ常願寺川水系の総流

量は増加 したわけである.

第6章 結 語

常願寺川左岸下流一帯 を灌漑 している常西

合口用水において,農 業用水がスムーズに都

市用水や発電用水に転用で きた背景 としては

次の事実が指摘される.

(1)灌 漑区域の末端部 に富山市の市街地が

ひろが り,飲 料水 ・工業用水の需要 がき

わめて旺盛であったこと.

(2)し かし,そ の水の供給源 として地下水

に依存することは付近の井戸水に干渉す

るので困難であったこと.

(3)富 山市南東部では住宅地化が急速 に進

んで農地転用が増大 し,そ れだけ灌漑用

水の需要の減少が見込 まれたこと.

(4)水 利権 をめぐる法制上,農 業用水の転

売は認められず,そ のため用水路の補修

や維持管理 を名目としたわずかの費用 に

よって一定の水量が都市側 に確保 された

こと.

(5)土 地改良区側 としては,最 大の支出費

目である取水口や用水路の補修,維 持管

理費の負担が軽減され,そ の結果,農 家

への賦課金がわずかで済んだこと.

(6)当 時,た またま低落差発電の技術的進

歩がみられ,常 願寺川扇状地の急勾配が

それにさらにプラス したこと.

(7)上 述の背景の根本には,1892年 の常願

寺川の大洪水直後,各 用水の取入れ口を
一本 に合口化 していたことが挙げられる

.

この点,常 東側の合口化は1958年 まで遅

れて実行されたことと対照的である.常

願寺川右岸は旧扇状地上の比較的高台に

位置 しているため,1892年 の大洪水の折

にも,被 害 は軽微で,そ のことが合口化

を遅 らせる結果となった.

以上,常 願寺川左岸の常西合口用水では,

さまざまな好条件がタイミングよく重なって

本来の農業用水 とい う性質のみならず,都 市

用水 ・発電用水 としての側面 を遺憾なく発揮

したものと判断できる.こ れに対 して,常 東

合口用水では,諸 般の条件が十分整わないま

まn日 に至ったといえよう.

近年,農 業用水の他 目的への転用がきわめ

て困難 な折,常 西合口用水の水の転用に関す

る成功の事例 は,今 後,全 国各地で進められ

るであろう農業用水の合理化 と転用 に関 して

多 くの示唆 を与 えるものといえよう.
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